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産
業
振
興
奨
励
事
業
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
公
募
を
行
い
ま
す
。

平
成
29
年
度
中
の
事
業
実
施
を
希
望
す
る
方
は
、
要
件
等
を
ご
確
認
の
う

え
、
役
場
産
業
振
興
課
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

《
対
象
と
な
る
事
業
の
要
件
》

　

水
産
、
農
林
、
商
工
観
光
の
研
究
、
企
業
化
、
実
用
化
等
で
あ
る
こ
と

　

事
業
開
発
等
審
査
委
員
会
の
審
査
を
受
け
、
審
査
基
準
を
ク
リ
ア
す
る

　

こ
と　

・
・
・　

等

《
申
請
者
の
要
件
》

　

本
町
の
住
民
及
び
居
住
地
が
本
町
に
あ
る
者　

・
・
・　

等

《
奨
励
金
の
上
限
等
》

　

ハ
ー
ド
部
分
・
・
・
５
０
０
万
円
以
内
（
補
助
率
２
／
３
以
内
）

　

ソ
フ
ト
部
分
・
・
・
50
万
円
以
内
（
補
助
率
10
／
10
）　

《
応
募
の
方
法
》

　

所
定
の
申
請
書
様
式
に
必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
、
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

様
式
に
つ
い
て
詳
し
く
は
産
業
振
興
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
応
募
の
締
切
》

　

平
成
29
年
４
月
14
日
（
金
）
ま
で
に
、
申
請
予
定
で
あ
る
旨
を
産
業
振

興
課
ま
で
お
知
ら
せ
い
た
だ
い
た
上
、
平
成
29
年
４
月
21
日
（
金
）
ま
で

に
申
請
書
類
一
式
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
締
切
ま
で
に
記
載
内
容
、
添
付
書
類
等
に
不
備
の
な
い
も
の

の
み
受
付
け
ま
す
。
見
積
書
等
手
配
に
時
間
の
か
か
る
も
の
も
あ
り
ま
す

の
で
、
余
裕
を
も
っ
て
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

《
事
業
開
発
等
審
査
委
員
会
の
予
定
》

　

平
成
29
年
５
月
中
に
開
催
予
定

《
そ
の
他
》

公
募
は
、年
度
ご
と
に
原
則
１
回
限
り
と
し
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

漁
業
の
後
継
者
対
策
と
し
て
取
組
む
支
援
制
度
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

漁
業
者
の
み
な
さ
ん
が
守
り
育
て
て
き
た
本
町
の
漁
業
を
将
来
的
に
も

魅
力
あ
ふ
れ
る
産
業
と
し
て
継
続
し
て
い
く
た
め
の
新
た
な
担
い
手
と

な
る
人
材
に
対
し
て
、
積
極
的
な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

活
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
産
業
振
興
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

《
新
た
な
自
営
漁
業
就
業
者
へ
の
支
援
》

要

件
：
西
ノ
島
町
に
住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は
そ
の
見
込
の
あ
る

　
　
　
　
　

方
で
、
西
ノ
島
町
内
で
自
営
漁
業
に
従
事
す
る
方

　
　
　
　
　

就
業
時
点
の
年
齢
が
45
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　

支
援
終
了
後
一
定
の
期
間
、
西
ノ
島
町
内
で
の
自
営
漁

　
　
　
　
　

業
に
従
事
す
る
こ
と　

・
・
・　

等

補
助
内
容
：
新
規
就
業
者
給
付
金　

最
大
１
２
５
，
０
０
０
円
／
月

　
　
　
　
　
（
最
長
５
年
間
）

　
　
　
　
　

漁
船
・
漁
具
等
の
調
達
補
助

　
　
　
　
　

上
限
５
，
０
０
０
，
０
０
０
円
（
補
助
率
２
／
３
）

　
　
　
　
　

研
修
受
入
先
へ
の
助
成　

新
規
就
業
者
に
対
し
て
漁
業

　
　
　
　
　

活
動
の
指
導
を
行
う
方
に
３
０
，
０
０
０
円
／
月

　
　
　
　
　
（
最
長
２
年
間
）

《
U
タ
ー
ン
ま
き
網
就
業
者
へ
の
研
修
に
対
す
る
支
援
》

要

件
：
他
の
地
域
か
ら
U
タ
ー
ン
す
る
方
を
雇
用
す
る
ま
き

　
　
　
　
　

網
経
営
体
で
あ
る
こ
と　

・
・
・　

等

補
助
内
容
：
研
修
経
費
助
成　

１
２
０
，
０
０
０
円
／
月

　
　
　
　
　
（
年
間
１
名
ま
で　

１
年
間
）

　

西
ノ
島
町
使
用
済
自
動
車
等
海
上
輸
送
費
補
助
金
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

《
使
用
済
自
動
車
等
海
上
輸
送
費
補
助
金
と
は
》

　

離
島
地
域
に
お
け
る
使
用
済
自
動
車
及
び
解
体
自
動
車
の
適
正
か
つ
円
滑

　

な
処
理
を
促
進
す
る
た
め
、
海
上
輸
送
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

《
海
上
輸
送
と
は
》

　

使
用
済
自
動
車
等
を
島
外
へ
搬
出
す
る
た
め
船
を
使
用
し
輸
送

　

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

《
対
象
自
動
車
》

　

軽
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
大
型
自
動
車
な
ど
の
リ
サ
イ
ク
ル

　

券
対
象
の
自
動
車
※
リ
サ
イ
ク
ル
券
の
対
象
で
は
な
い
二
輪
車

　

な
ど
は
対
象
外
で
す
。

《
補
助
率
》

　

補
助
対
象
者
は
使
用
済
自
動
車
の
最
終
所
有
者
で
あ
る
西
ノ
島

　

町
民
又
は
関
連
事
業
者
。

　

船
舶
運
賃
の
８
割
（
算
出
し
た
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数
が

　

あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
た
額
）

《
補
助
金
を
受
け
る
の
に
必
要
な
書
類
》

　
（
１
）
使
用
済
自
動
車
等
海
上
輸
送
費
補
助
金
交
付
申
請
書
・
請
求
書

　
（
２
）
自
動
車
解
体
証
明
書
（
そ
の
他
引
渡
し
関
連
事
業
者
が

　
　
　

使
用
済
自
動
車
等
を
引
き
取
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

　
（
３
）
船
舶
運
賃
の
領
収
書

　
（
４
）
印
鑑

　
（
５
）
振
込
先
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

《
お
問
合
せ
先
》

　

環
境
整
備
課　

電
話
：（
６
）
１
７
４
８
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４
月
分
の
納
期
限
は
５
月
１
日(

月
）で
す
。

（
定
期
口
座
振
替
日
は
４
月
28
日
（
金
）、
再

振
替
日
は
５
月
10
日
（
水
）
で
す
。）

　

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
は
、
年
齢
に
関
係
な
く
、

楽
し
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

中
央
公
民
館
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
吹
き
矢
・
キ
ン

ボ
ー
ル
・
ラ
ダ
ー
ゲ
ッ
タ
ー
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
の
道
具
が
あ
り
、
必
要
な
方
に
は
貸
出

し
致
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
に
合
わ
せ
て

気
軽
に
運
動
が
出
来
ま
す
の
で
、
是
非
ご
活
用

下
さ
い
。

【
お
問
合
せ
】
中
央
公
民
館

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
６
‐
０
１
７
１
ま
で

　

納
付
等
に
関
す
る
相
談
は
町
民
課
（
６
）

０
１
０
３
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
の
申
請
受
付
中
で
す
！

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る
、
所
得
の
低
い
方
へ
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
臨
時

福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
を
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
給
付
金
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
（
８
％
↓
10
％
）
が
２
年
半
延
期
さ
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
国
の
経
済
対
策
の
一
環
と
し
て
、
平
成
29
年
４
月
か
ら
平
成
31
年
９
月
ま
で

の
２
年
半
分
を
一
括
し
て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
28
年
１
月
１
日
時
点
で
西
ノ
島
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、
平
成
28

年
度
の
町
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
が
対
象
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
該
当
す
る
方
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

・
平
成
28
年
度
市
町
村
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る
場
合　

・
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合　

な
ど

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
５
，
０
０
０
円
（
支
給
は
１
回
限
り
）

平
成
29
年
５
月
15
日
（
郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効
）

　

支
給
対
象
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
方
（
世
帯
）
に
、
申
請
書
等
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印
の
う
え
、
確
認
書
類
等
を
添
え
て
健
康
福
祉
課
ま
た
は

別
府
支
所
に
て
手
続
き
し
て
下
さ
い
。

　

支
給
対
象
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
方
で
申
請
書
等
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

西
ノ
島
町
役
場
健
康
福
祉
課　

電
話
：
６
‐
０
１
０
４

　

町
で
は
、
ご
み
の
減
量
化
を
目
的
と
し
て
、
生

ご
み
処
理
機
器
を
購
入
し
た
世
帯
に
、
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

新
規
購
入
の
世
帯
だ
け
で
は
な
く
、
故
障
な
ど

に
よ
る
買
い
替
え
の
世
帯
も
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

補
助
金
の
額
は
、
町
内
販
売
店
で
購
入
し
た
場

合
、
価
格
の
１
／
２
（
上
限
２
万
円
）

　

町
外
販
売
店
で
購
入
し
た
場
合
、
価
格
の
１
／

３
（
上
限
１
万
円
）
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
環
境
整

備
課
（
６
）
１
７
４
８
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

西
ノ
島
町
で
は
、
毎
年
、
水
道
法
施
行
規
則
第

15
条
６
項
に
基
づ
き
、
水
質
検
査
計
画
を
策
定
し

て
い
ま
す
。

　

水
質
検
査
計
画
と
は
「
ど
の
場
所
で
」「
ど
の
よ

う
な
項
目
に
つ
い
て
」「
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
」

行
う
か
を
計
画
し
た
も
の
で
す
。

　

今
年
度
も
過
去
の
水
質
検
査
の
実
績
を
基
に

検
討
を
行
い
、
水
質
検
査
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
。
水
質
検
査
計
画
及
び
過
去
の
水
質
検
査
結
果

を
ご
覧
に
な
り
た
い
方
は
、
環
境
整
備
課
（
６
‐

１
７
４
８
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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